
（ ）延長申請は・・・・・

延長事由（ ページ参照）が生じた場合は、支給申請の手続のための添付書類（賃

金台帳や出勤簿等）と併せて、以下の書類を添付してください。

また、併せて支給申請書の 欄（（支給対象期間延長事由－期間）、初回申請書の場

合は 欄）に必要な事項を記載してください。

なお、育児休業の申出に係る子の１歳に達する日後の延長、１歳６か月に達する日後

の延長について、それぞれ延長手続が必要です。

（※転職や転籍などで被保険者資格を喪失・取得した場合は、喪失した事業所の育児休業

と取得した事業所の育児休業は分割され、取得した事業所において新たな支給単位期間が

指定されます。なお１歳に達する日以後に係る育児休業においては、分割取得できないた

め、新たに被保険者資格を取得した事業所での育児休業は給付の対象となりません。

※市町村により発行された証明書（保育所入所保留通知書）について

保育所などの入所申込みを行い、第一次申込みで内定を受けていたにもかかわらず、こ

れを辞退し、第二次申込みで落選した場合には、落選を知らせる「保育所入所保留通知書」

にこうした事実が付記されることがあります。こうした付記がされた「保育所入所保留通

知書」をハローワークに提出された場合は、保育所などの内定を辞退した理由を本人に確

認し、やむを得ない理由※がない場合には、育児・介護休業法に基づく適正な申出にあた

らず、延長申請は認められません。

※「やむを得ない理由」とは、内定の辞退について申込み時点と内定した時点で住所や

勤務場所等に変更があり、内定した保育所などに子どもを入所させることが困難であった

こと等になります。

○ 保育所※１による保育が実施されない････市町村により発行された証明書等※２

※１ 保育所とは、児童福祉法 条に定める保育所であり、いわゆる無認可保育所は含

まれません。

※２ 保育の申込みを行い、かつ１歳到達日の翌日（１歳の誕生日）又は１歳６か月到

達日の翌日において保育が行われていないことが確認できる市町村が発行した証明

書等が必要です。

【子が１歳６か月に達する日の前日までの延長を希望する場合】

①市町村への保育所への入所申込みを１歳到達日以前に行っていること

②入所希望日を１歳に到達する日の翌日以前とすること

【子が２歳に達する日の前日までの延長を希望する場合】

①市町村への保育所への入所申込みを１歳６か月到達日以前に行っていること

②入所希望日を１歳６か月に到達する日の翌日以前とすること

○ 養育を予定していた配偶者の死亡･････････････住民票の写しと母子健康手帳

○ 養育を予定していた配偶者の疾病、負傷等･････医師の診断書

○ 養育を予定していた配偶者との別居･･･････････住民票の写しと母子健康手帳

○ 養育を予定していた配偶者の産前産後･････････産前産後に係る母子健康手帳

※令和７年４月より、保育所等に入れなかったことを理由とする延長手続きの、必要書類

および延長基準が変更になる予定です。今後、厚生労働省のホームページや、ハローワーク

でのリーフレットなどで詳細な情報をお知らせさせていただきます。
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